
知事あて（応接回答） 

 

 

様式 ２ 

 

回      答 

 

 

団体名（ 第 6９回大阪母親大会実行委員会 ） 

 

（要望項目） 

 

三① 

近年の地震・台風被害でも明らかになった危険な咲洲庁舎から撤退してく

ださい。気候危機の下、経験したことのない災害が起こりうるということを

考えると、本庁は元の安全な場所に置くべきです。災害時に職員が速やかに

配置につけないようでは、府民の安全確保の陣頭指揮をとる大阪府庁として

の役割を果たせません。 

 

（回答） 

 

※要望項目のうち、庁舎室が所管する下線部についてのみ回答。 

 

○ 咲洲庁舎については、平成２８年９月の府戦略本部会議において、長周期

地震動に対する耐震性の確保と空きスペースの活用に、最優先で取り組むこ

とが決定されました。 

 

○ この方針に基づき、令和２年２月から令和４年３月にかけて長周期地震動

対策工事を実施しました。 

 

○ 今後も、方針に従って、有効活用の促進に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

 

総務部 庁舎室 庁舎整備課 

 

 

 



知事あて（応接回答） 

 

様式 ２ 

 

回      答 

 

 

団体名（ 第 6９回大阪母親大会実行委員会 ） 

 

（要望項目） 

 

三③ 災害対応に責任を持って対応できる正規職員を早急に増やしてくださ

い。また、府の職員数管理目標も見直して実態に合わせてください。 

 

 

（回答） 

 

○ 本府では、職員基本条例に基づき、「職員数管理目標」を策定しております。 
 

○ 今後も、府民の生命・安全に関わる職種の確保や人材の多様化、組織の活性
化の観点からの計画的な採用を基本としつつ、適正な人員配置に努めてまい

りたいと存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

総務部 人事課 

 

 

 

 



知事あて（応接回答） 

 

 

様式 ２ 

 

回      答 

 

 

団体名（ 第 6９回大阪母親大会実行委員会 ） 

 

（要望項目） 

十七 国民健康保険・介護保険制度について 

② 高すぎて払えない国保料を引き下げるために、予算拡充を国に強く要望し、

府独自としても、自治体への支援を行い、負担を減らしてください。 

 

（回答） 

○ 国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、

本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことが基本です。その

上で、国民健康保険制度は、法律に基づき国及び都道府県による公費負担の

割合が定まっており、さらに国民健康保険料を引き下げるための法定外の一

般会計繰入を実施することは、国民健康保険特別会計における収支の均衡を

図る観点及び税の公平性の観点から適切ではないと考えており、大阪府とし

て独自の財政措置を行うことは考えていません。 

 

○ 府としては、府と市町村国民健康保険特別会計の財源配分の見直しや府内

市町村の国民健康保険特別会計の財源の一部活用等の財政調整事業の仕組み

を構築したところであり、これらを適切に運用していくことで引き続き保険

料の抑制・平準化に取り組んでいくとともに、 制度設計に責任を持つ国に対

して、万全の財政措置を講じるよう、引き続き要望してまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 

 

 



知事あて（応接回答） 

 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 第 6９回大阪母親大会実行委員会 ） 

 

（要望項目） 

十七 国民健康保険・介護保険制度について 

⑤ 後期高齢者の医療費を国が所得制限付きで２割負担にしました。医療に

かかれない府民が生まれる危険性があります。 

大阪府独自の予算を付け、１割のままでいけるようにしてください。 

（回答） 

 

○ 後期高齢者医療制度については、国の制度設計のもとで全国一律の医療保

険制度として、保険者である後期高齢者医療広域連合が運営するものです。 

 

○ 本制度は、現役世代と高齢者で、共に支えあう制度として導入されたもの

であり、医療費のうち、窓口負担を除いて、約４割は現役世代の負担（支援

金）となっているところ、令和４年度以降、団塊の世代が 75 歳以上となり

始め、医療費の増大が見込まれ、今後も現役世代の負担が拡大していく見通

しとなっていることから、令和４年 10 月 1 日に、所得に応じた新たな医療

費の窓口負担の区分として、2割負担が導入されたところです。 

 

○ なお、２割負担の導入に際しては、令和４年 10 月１日から令和７年９月

30日までの間は、２割負担となる方について、外来医療の窓口負担割合の引

き上げに伴う１か月の負担増加額を 3,000 円までに抑える配慮措置が併せ

て設けられていました。 

 

○ 本府におきましては、後期高齢者医療制度に係る医療給付や保険料軽減分

に対する負担など、法令に基づき、一定の予算措置を行っているところです。 

本制度は、制度の設計・維持に責任を負う国が、万全の措置を講じるべき

であると考えており、本府としては、これら法定の負担以外に、独自の医療

費窓口負担に対する財政支援を行うことは考えておりません。 

 

○ 本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用

していくことが重要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携し

つつ、必要な改善点があれば、国に対し改善を求めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 

 

 


